
原則として
個人 ・・・ 保証人不要
法人 ・・・ 代表者のみ

（１） 一般事業者における連帯保証人

　次のような特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

② 本人又は代表者が健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

（２） 組合における連帯保証人

（３） 担保提供者

　担保提供者は、法人の代表者及び前記（１）に該当する場合を除き、連帯保証人といたしません。

なお、地方公共団体の融資制度等をご利用の場合にはその定めによります。

財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える
保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出が
あった場合

③

　原則として、代表理事のみ連帯保証人とするが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人
とします。
　なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員（または組合員が法人の場合はその代
表者）を連帯保証人とします。

　平成１８年４月より原則として、経営者本人（法人の場合にあってはその代表者、個人事業主にあって
は当該個人事業主）以外の第三者保証人は不要となりました。

実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人（法人の場合はその代表者）ととも
に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合

①

平成18年4月から原則として第三者保証人は不要になります！

連帯保証人の取扱いについて


